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奄美大島の貴重な動植物を守る事業活動①（表紙の写真について）

2021（令和３）年７月、「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」が世界自然遺産に登録されま

した。一般財団法人自然環境研究センター（以下、当センター）は、事業活動を通じてこの登録に大

きく貢献しました。 

その３年後の2024（令和６）年９月、環境省は、奄美大島におけるフイリマングース（マングース）

（Urva auropunctata）の根絶を宣言しました。 

 侵略的外来種であるマングースは1979（昭和54）年、猛毒を有するハブの駆除を目的として奄美大島

に放獣されて以来、個体数を増加させながら分布域を拡大、アマミノクロウサギ（Pentalagus furnessi） 
をはじめとする固有種の個体を捕食し、個体数を激減させたことから、環境省をはじめ関係機関が連

携し、状況の把握や対策事業が続けられてきました。 

当センターは1996（平成８）年以来、事業活動を通じてマングースの調査や防除に一貫して関わり続

け、特に2005（平成17）年、マングースが「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法

律」（外来生物法）に基づく「特定外来生物」に指定され防除事業が開始されると「奄美マングース

バスターズ」を結成、探索犬の導入等、試行錯誤とともに改良を重ねながら取り組み続けました。 

これらの結果、2018（平成30）年４月以降、奄美大島においてマングースの生息が確認されなくなり、

検討の末、奄美大島におけるマングースの根絶宣言に至りました。 

陸域面積が712㎢に及ぶ奄美大島に広くそして長期に渡って蔓延していたマングースの根絶を成功

させ、世界自然遺産の登録地域の固有種の絶滅を回避させたことは、世界初の快挙とされています。 

なお、マングースの根絶を成功させた「奄美マングースバスターズ」は、令和７年度「みどりの日」

自然環境功労者環境大臣表彰（2025（令和７）年５月）、第 45 回南海文化賞贈呈（南海日日新聞社主催

／2024（令和６）年 11 月）を受ける等、その偉業が称えられています。
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奄美大島の貴重な動植物を守る事業活動②（目次下の写真について） 

目次下写真左 徹底した安全管理のもと、本業務（マングース防除事業）に従事する当センター職員 

目次下写真右 本業務で当センター職員とともにマングースの探索作業に従事する探索犬。一般的な 

猟犬とは違い、ハンドラー（訓練士）の指示の下でマングースの生体もしくは糞を探索、 

追跡するため、高度な訓練を受けています。 

撮影 後藤 義仁
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■事業所

事業所名称：一般財団法人自然環境研究センター

代表者氏名：理事長 三浦 愼悟

所在地：東京都墨田区江東橋三丁目３番７号

設立年月日：1978（昭和 53）年 10 月６日

URL：https://www.jwrc.or.jp/

■環境管理責任者及び連絡先

環境管理責任者：事務局環境管理室長

連絡先 TEL：03-6659-6310／FAX：03-6659-6320

■事業活動の内容

自然環境の保全に関する調査研究・政策支援

・普及啓発等

■事業の規模

職員数：149 名（2024（令和６）年度末

（2025（令和７）年６月 30 日）時点） 

 

■対象となる事業所

所在地：東京都墨田区江東橋三丁目３番７号

延べ床面積：2,173 ㎡

■対象となる期間

2024（令和６）年度

（2024（令和６）年７月１日～2025（令和７）年

６月 30 日）

■対象となる活動

自然環境の保全に関する調査研究・政策支援

・普及啓発等

１．組織の概要

２．対象範囲

▲当センター本部

環境負荷軽減のための様々な取り組みに努めています。 

▲当センター本部（屋上）

屋上緑化を実施し、僅かながらもヒートアイラン

ドの緩和への貢献に努めています。（14 ページ） 

▲当センター内の施設と事業活動 図書室

自然環境に関わる書籍や図鑑、刊行物、報告書、

論文資料等が数多く収蔵され、事業活動に活用さ

れています。 
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３．実施体制
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４．環境経営方針
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（１）中長期目標（2024（令和６）年度～2026（令和８）年度）

分野 
基準値 

(基準年度) 

2023(令和５)年度 

実績 

2024(令和６)年度 

目標 

2025(令和７)年度 

目標 

2026(令和８)年度 

目標 

１．二酸化炭素排出量削減 

電気(kg-CO2) ※１ 0.00 
(2023（令和５）) 

0.00 0.00 kg 0.00 kg 

ガソリン・軽油 (kg-CO2)
10,891.1 

(2019（令和元）) 
8,384.13 

基準値の-１％
（10,782.19） 

基準値の-2％（10,673.28） 

ＣＯ２合計 (kg-CO2) 
10,891.1 
(上記の合算) 

8,384.13 
基準値の-１％
（10,782.19） 

基準値の-2％（10,673.28） 

電気使用量(kWh)
181,607.0 

(2023（令和５）)  
181,607.00 

基準値の-１％

（179,790.93） 
基準値の-2％（177,974.86） 

燃料使用量(ℓ) 

・ガソリン
2,614.0 

(2019（令和元）) 
1,379.00 

基準値の-１％
（2,587.86） 

基準値の-2％（2,561.72） 

・軽油
1871.1 

(2019（令和元）) 
2,009.60 

基準値の-１％

（1,852.39） 
基準値の-2％（1,833.87） 

２．廃棄物排出量削減 

一般廃棄物(kg)
1,597.44 

(2023（令和５）) 
1,597.44 

基準値の-１％
（1,581.03） 

基準値の-2％（1,565.49） 

産業廃棄物(kg) ※２ 1,032.00 
(2023（令和５）) 

1,032.00 
基準値の-１％
（1,021.68） 

基準値の-2％（1,011.36） 

３．総排水量削減(㎥) 
1161.0 

(2019（令和元）) 
980.00 

基準値の-１％
（1,149.39） 

基準値の-2％（1137.78） 

４．化学物質使用量削減 ― 適正管理の徹底 適正管理の徹底 適正管理の徹底 

５．事務用品のグリーン購入 ― 

環境負荷の軽減

に配慮した製品や

サービスの優先

的購入に努めた 

引き続き、環境負

荷の軽減に配慮

した製品やサービ

スの優先的購入

に努める

引き続き、環境負荷の軽減

に配慮した製品やサービス

の優先的購入に努める 

６．コピー用紙の使用量軽減 ― 

一部の決裁書類

を電子化したほ

か、資料等を両面

印刷にすること

等による枚数の

削減に努めた 

引き続き、決裁書

類等の電子化の

推進、資料等を両

面印刷にすること

等による枚数の

削減に努める 

引き続き、決裁書類等の電

子化の推進、資料等を両面

印刷にすること等による枚数

の削減に努める 

７．製品・サービスに関する 

環境目標 
― 

事業活動等を通

じた普及啓発等を

推進した 

引き続き、事業活

動等を通じた普及

啓発等を推進する 

事業活動等を通じた普及啓

発等を推進する 

※１：2019（平成31）年１月以降の二酸化炭素の調整後排出係数は0.000 kg-CO2/kWh（８～９ページ「事業活動を通じた省資源・

省エネルギーの推進①（温室効果ガスの排出抑制）」）

※２：廃プラ（プラスチックごみ）等

５．環境経営目標とその実績
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（２）実績：2024（令和６）年度運用結果 
基準値 

(基準年度) 
目標 実績 

目標達成 

状況 

１．二酸化炭素排出量削減 

電気(kg-CO2) ※１
0.00 

(2023（令和５）)  
0.00 kg 0.00 ○ 

ガソリン・軽油(kg-CO2)
10,891.1 

(2019（令和元）) 
基準値の-１％
（10,782.19） 

7,402.81 ○ 

ＣＯ２合計 (kg-CO2) 
10,891.1 
(上記の合算) 

基準値の-１％
（10,782.19） 

7,402.81 ○ 

電気使用量(kWh)
181,607.0 

(2023（令和５）)  
基準値の-１％

（179,790.93） 
188,852.00 × 

燃料使用量(ℓ) 

・ガソリン
1,565.9 

(2019（令和元）) 
基準値の-１％ 

（1,554.2） 
1,284.07 ○ 

・軽油
1871.1 

(2019（令和元）) 

基準値の-１％ 

（1,852.39） 
1,714.64 ○ 

２．廃棄物排出量削減 

一般廃棄物(kg)
1,597.44 

(2023（令和５）) 
基準値の-１％ 
（1,581.03） 

1,774.24 × 

産業廃棄物(kg)
1,032.00 

(2023（令和５）) 
基準値の-１％ 
（1,021.68） 

1,224.00 × 

３．総排水量削減(㎥) 
1161.0 

(2019（令和元）) 
基準値の-１％ 
（1,149.39） 

1,068.00 ○ 

４．化学物質使用量削減 ― 適正管理の徹底 

保管場所を厳守し、その旨の

表示と施錠管理を徹底した

管理簿（購入・使用記録簿）

を作成し、適正管理に努めた

適正管理策の強化を図った

○ 

５．事務用品のグリーン購入 ― グリーン購入の推進 

環境負荷軽減に配慮した製

品やサービスの優先的購入

に努めた※２

○ 

６．コピー用紙の使用量軽減 ― 適正管理の徹底 

一部の事務手続きを紙から

電子に切り替え､ペーパー

レス化を推進した

資料等を両面印刷にすること

等で使用量の削減に努めた

○ 

７．製品・サービスに関する 

環境目標 
― 

事業活動等を通じた 

普及啓発等の推進 

事業活動を通じた普及啓発

等を推進した※３ ○ 

目標達成状況の凡例 ○：目標達成 △：目標未達成（理由がある場合） ×：目標未達成 

※１：2019（平成 31）年１月以降の二酸化炭素の調整後排出係数は 0.000 kg-CO2/kWh（８～９ページ「事業活動を通じた省資源・

省エネルギーの推進①（温室効果ガスの排出抑制）」参照）

※２：10～11 ページ「事業活動を通じた省資源・省エネルギーの推進⑤（廃棄物等の抑制・リサイクル・適正処理）」参照

※３：12～13ページ「製品・サービスに関する環境目標（普及啓発のための講演等）」参照
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当センターはエコアクション 21 の認証・登録（2011（平成 23）年）以来、事業活動に伴う環境負荷の軽減や環境

関連法規の遵守等、様々な取り組みに努めてきました。 

当年度も前年度に続き、電力由来のCO2排出０（ゼロ）の達成（８～９ページ「事業活動を通じた省資源・省エ 

ネルギーの推進①（温室効果ガスの排出抑制）」）をはじめ、廃棄物の分別の徹底や排出抑制（10～11ページ「事

業活動を通じた省資源・省エネルギーの推進③（廃棄物等の排出抑制・リサイクル・適正処理）」）等、組織全

体で積極的に取り組みました。引き続き、環境経営方針に基づき、組織全体で積極的に取り組みます。

なお、取り組み状況は、半期ごとに環境管理責任者が確認・評価します。 

環境経営計画 取り組み結果と評価 次年度の取り組み内容 

二酸化炭素排出量削減（電気） 

①昼休み、残業時間等の不要な照明の消灯

②ＯＡ機器の省電力設定

③空調温度の適正化

④空調機器の定期点検・清掃の実施

⑤エレベーターの使用控え

⑥クールビズ・ウォームビズの実施

前年度に続き、再エネ100％の
電力の供給を受け、電力由来
のCO2排出０（ゼロ）を達成した
前々年度に全ての照明を蛍光灯
からLEDに切り替え、引き続き消
費電力の削減に努めた
昼休みの消灯や残業時の不要
な箇所の消灯で不徹底なとこ
ろがあった

引き続き、取り組みを推進する

適切な換気に努める

二酸化炭素排出量削減（ガソリン・軽油） 

①アイドリングストップ

②急加速・急停車をしない

③入出庫時に走行距離を確実に記録

目標を達成した
入出庫時に走行距離を記録し、
正確なデータの把握に努めた

引き続き、エコ運転の徹底と効率
的な車両運用に努める
引き続き、入出庫時に走行距離を
確実に記録、正確なデータ把握に
努める

廃棄物排出量削減 
①分別の徹底
②使い捨て容器の購入を避ける
③リサイクル製品の優先購入
④製品の長期間利用
⑤簡易包装商品の購入
⑥新聞紙・段ボール等のリサイクル

分別に不徹底な部分があった 引き続き、分別の徹底をはじめ廃

棄物削減への周知等の取り組み

を推進する 

総排水量の削減 

〇節水 

目標を達成した
雨水の有効利用と水道水の利
用抑制の両立を図りながら、屋
上緑化の維持・管理を実施した

引き続き、取り組みを推進する

化学物質使用量削減 

〇適正管理の徹底（購入記録や保管場所の管

理の徹底等） 

保管場所の厳守やその旨の表
示、施錠管理を徹底した
管理簿（購入・使用記録簿）
を作成し、適正管理に努めた
危険性や取扱い等の情報共有、
破損や落下防止策を徹底し、適
正管理に努めた

引き続き、適正管理を徹底する

グリーン購入の推進 

①環境負荷の軽減に配慮した製品やサービ

スの優先的購入

②納品時に折りたたみコンテナ(通い箱）を選

択することによる梱包材の削減

価格との折り合いをつけながら

グリーン購入の推進に努めた

引き続き、取り組みを推進する

省資源（用紙類の削減） 
①会議資料や事務書類の簡素化
②印刷物の必要最小部数の徹底
③両面コピー・両面印刷の徹底
④ミスコピー防止の徹底
⑤事務手続きの電子化

一部の事務手続きを紙から電子

に切り替え､ペーパーレス化を

推進した

引き続き、取り組みを推進する

製品・サービスに関する環境目標 

〇普及啓発の推進 

事業活動を通じ、普及啓発を

推進した

引き続き、事業活動等を通じた

普及啓発等を推進する

６．環境経営計画・取り組み結果と評価・次年度の取り組み内容
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●事業活動を通じた省資源・省エネルギーの推進①（温室効果ガスの排出抑制） 

 

  
 
 

  
再エネ１００％電力を使用、環境負荷軽減を推進 

 
世界では近年、二酸化炭素（CO2）をはじめとする温室効果ガスの排出抑制に向け、排出量と吸収量

を均衡させ、全体として排出量を実質０（ゼロ）にするカーボンニュートラルの実現のため、再生可能

エネルギー（再エネ）の導入等、様々な議論や取り組みが加速しています。 

当センターは現在、事業活動における環境負荷の軽減の一環として、使用する電力について、出光興

産株式会社（小売電気事業者登録番号：Ａ0012）※１から、RE100（Renewable Energy 100％／再エネ100％

での事業活動を目指す国際的な取り組み）が求める基準を満たした再エネ100％電力（「プレミアムグ

リーンプラス（CO2フリー）」）の供給を受けています※２。 

この電力は、ＦＩＴ（Feed-in Tariff／再エネの固定価格買取制度）電気を含む再エネ100％の電力に、電力

供給源（発電所）から電力使用者（当センター）まで追跡（トラッキング）・証明したトラッキング付

非化石証書※３を組み合わせ、CO2の調整後排出係数が実質ゼロになる※４というものです。 

これにより当センターは、再エネ 100％の電力の使用かつ電力由来の CO2排出ゼロを達成しました。 

この取り組みを通じて当センターは、環境負荷の軽減を図りながら事業活動を推進し、持続可能な社

会の形成に貢献することを目指します。 

 
 

※１：出光興産株式会社は、風力、太陽光、バイオマス、地熱といった再エネ電源を保有・運営し、再エネを中心とした

電気小売事業も行っています。また、東京都の「大規模事業所に対する温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取

引制度」（キャップ＆トレード制度）に基づき、｢低炭素電力認定供給事業者｣の認定を受けています。さらに、東京

都が実施する「とちょう電力プラン」の供給事業者として、再エネ 100％電力の都有施設への供給、都内の卒ＦＩＴ（固

定価格での買取期間が終了した再エネ電力）の買取りを行っています。 

※２：当ページ下の画像（出光興産株式会社作成・提供 電力供給のイメージ図）参照。 

※３：次ページ左上の画像（一般社団法人日本卸電力取引所発行・出光興産株式会社提供「非化石証書」）参照。 

※４：次ページ右下の画像（出光興産株式会社発行・提供「再生可能エネルギー100％電力供給証明書」）参照。 

 

 

  
電力由来 CO2排出ゼロ  

※２：▲電力供給のイメージ図（出光興産株式会社作成） 
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●事業活動を通じた省資源・省エネルギーの推進①（温室効果ガスの排出抑制） 

 

  
 
 

 

※４：再生可能エネルギー100％電力供給

証明書（出光興産株式会社発行・提供） ▼  

 

この証明書は、当センターが 2024（令和

６）年４月～2025（令和７）年３月の１年

間に再エネ 100％の電力の供給を受けた

ことについて、供給元の出光興産株式会

社が証明したものです。 

当センターがこの期間に供給を受けた

電力 287,173kwh に温室効果ガス排出量を

算定する際に用いる係数（「令和６年度の

温室効果ガス排出量を算定する際に用い

る係数」／令和７年３月 18 日付環境省・

経済産業省公表）を当てはめると、当セ

ンターが取得した環境価値は、121.5ｔの

CO2排出削減に相当することになります。 

※３： ▲ 非化石証書（一般社団法人日本卸

電力取引所発行・出光興産株式会社提供） 
 

この非化石証書は、「ＦＩＴ非化石証書」に

分類され、発電者や電力使用者を追跡・証

明しています。これに係るトラッキング情

報（電力の属性情報）として、 
 

・発電設備区分：風力 

・発電設備名：六ヶ所村二又風力発電所 

・所在地：青森県上北郡六ヶ所村 

・発電出力：51,000.0kw 

・運転開始日：2012（平成 24）年 11月 13日 

（RE100 が求める基準「運転開始後 15 年

以内」を満たす） 
 

等とされています。 

即ち、六ヶ所村二又風力発電所という非

化石電源における発電によって生み出さ

れた環境価値が、当センターで活用された

ことを証明しています。 
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 ●事業活動を通じた省資源・省エネルギーの推進②（温室効果ガスの排出抑制・設備機器等の適正管理） 
 
 当センターは過年度、ＬＥＤ照明を採用、全ての照明の切り替えを実施しました。これにより、従来の蛍
光灯より電力使用量を大きく削減させるだけでなく、廃棄に係る労力や費用を削減させました。 

また、定期的に照明器具の清掃、空調機のフィルターや換気機器の点検・清掃を実施し、冷暖房や換気

の効率の低下を防ぐとともに、電力使用量の抑制に努めています。 

これらの取り組みを通じて当センターは、環境負荷の軽減と経済性を両立させた事業活動の推進、持続

可能な社会の形成に貢献することを目指します。 
 

●事業活動を通じた省資源・省エネルギーの推進③（廃棄物等の排出抑制・リサイクル・適正処理） 
 
 当センターは、廃棄物の分別（一般廃棄物＝可燃ごみ、産業廃棄物＝廃プラ等＝不燃ごみ）の徹底、「廃

棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）」に基づく産業廃棄物管理伝票（マニフェスト伝票）の

適正管理に努めています。 

各階には「もえるごみ」、「もえないごみ」と明示したごみ箱を設置したうえ、捨て方や分別方法を具

体的に掲示したうえ随時、確認を行い、適正ではない事例が見受けられた場合は改善を図りながらその間

違いを各現場にフィードバックして改善を求める等、分別ルールの徹底を図っています。（14ページ「環

境関連法規や環境保全の取り決めの遵守（環境負荷軽減のための取り組み）」） 

 

 

▲各階に設置されている分別

回収用ごみ箱。 

各階から排出された廃棄物は
集積室に持ち込まれ、分別管
理のもとで回収を待ちます。 ▼ 

▲分別回収用ごみ箱付近に注
意喚起のための書面を貼付し、
分別ルールの徹底を呼びかけて

います。 

 

 

 

 

 

 
▲当センターで実施された作業 

左：空調機の点検、右：換気機器の清掃 

 
 

▲既存の蛍光灯と関連の
器具を取り外す 

▼取り付け工事が完了し、
点灯するＬＥＤ 

▲当センターで実施されたＬＥＤ化工事 

（写真提供：株式会社大塚商会＝2023（令和５）年２月） 
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●事業活動を通じた省資源・省エネルギーの推進⑤（廃棄物等の排出抑制・リサイクル・適正処理） 

 

 
 

 
 

 
▲梱包材の削減のために利用している通い箱 

●事業活動を通じた省資源・省エネルギーの推進④（廃棄物等の排出抑制・リサイクル・適正処理） 
 
当センターは通常、事業活動で発生する段ボールやオフィス雑がみ、新聞紙等の一般古紙について、分別回

収を行っています（10ページ「事業活動を通じた省資源・省エネルギーの推進③（廃棄物等の排出抑制・

リサイクル・適正処理）」）。また近年、紙による事務手続きを電子化し､ペーパーレス化を推進しています。 

一方、機密情報や個人情報が含まれる書類（機密書類）については、その情報が安全かつ完全に抹消される

「溶解処理」を導入しています。 

溶解処理とは、箱詰めされた機密書類を未開梱のままパルパーと呼ばれる溶解窯（大型ミキサーのような機

械）に投入、水と当該機械の撹拌力でバラバラの繊維になるまで解す（ほぐす）処理方法です。これによって、

機密書類にあった情報は判読不能・復元不能な状態になり、古紙パルプとして再生紙や段ボール、トイレット

ペーパー等の製造に供されます。 

このため溶解処理は、機密書類を未開梱のままで処理することで機密保持、一度に大量に実施することに

よる処理費用の抑制、さらに、焼却処理とは異なりCO2や有害物質の排出が少ない、といった利点を有する資

源循環型のリサイクルシステムといえます。 

また、この溶解処理は、ISO27001（情報セキュリティマネジメントシステム／ISMS：Information Security 

Management System）に基づいた機密書類処理業務システムを構築・運用する企業によって、適正に管理され

た施設で実施され、完了後には「溶解証明書」が発行されます。 

情報セキュリティの確保とリサイクルの推進を両立させたこの取り組みを通じて当センターは、環境負荷の

軽減と経済性を両立させた事業活動の推進、持続可能な社会の形成に貢献することを目指します。 

 

 
▲当センター職員立会いのもと実施される搬出・積み込み作業 

落下、飛散、盗難防止のため施錠（走行時はパワーゲートを含 

む二重施錠）可能な箱型の専用車両を使用し、位置情報の把握・走

行記録の管理下で運搬されます。 

 
▲溶解処理作業 

回収された機密書類は未開梱のまま溶解窯に投
入、攪拌の力でバラバラの繊維になるまで解され
た後、古紙パルプの状態になります。（写真提供：
三弘紙業株式会社） 

当センターは、事務用品の購入において、折りたたみ

式コンテナ(通い箱）による納品を選択、梱包材の削減、

グリーン購入（環境に配慮した物品の優先的購入）にも

積極的に取り組んでいます。 

さらに近年、ペーパーレス化を推進し、紙資源の削減だ

けでなく、印刷や封入等の作業がなくなることで職員の負

担が軽減されるといった効果も生じています。 

これらの取り組みを通じて当センターは、環境負荷の

軽減と経済性を両立させた事業活動の推進、持続可能な

社会の形成に貢献することを目指します。 
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製品・サービスに関する環境目標（普及啓発のための講演等） 

 
 

●事業活動を通じた鳥獣害対策の普及啓発支援 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

●事業活動を通じた生物多様性保全のための普及啓発 
 
当センターは当年度、東京都港区から受託した業務において、同区在住・在学の小学生とその保護者を対

象に講演を行いました。 

 同区は 2007（平成 19）年度、東京都あきる野市内の放置されたスギやヒノキの針葉樹の森約 22 ヘクタール

を「みなと区民の森」とし、間伐や落葉広葉樹の植樹による林相の転換、人工池の造成等の整備を開始し、

以来、生物多様性を踏まえた保全活動や自然観察・環境学習の拠点等として活用してきました。 

 当センターが 2022（令和４）年から 2023（令和５）年にかけて同区から受託して実施した「みなと区民の森」

における大規模な自然環境調査で把握された生物の生息・生育状況や生物相の変化等について、同調査に

従事した当センター職員が、同区が主催する環境学習イベント「夏休み講座 知って！学んで！体験して！

みなと区民の森を楽しもう」において講演を行いました。 

この業務を通じ、豊富な知見と業務実績を有する当センター職員が、都会にはない豊かな自然環境に生息・

生育する生きものに関する情報提供と普及啓発の推進に寄与しました。 

▲映像等を用いて講演を行う当センター職員ら＝2024（令和６）年８月、港区立エコプラザ
＝2022（令和４）年度の調査のなかでセンサーカメラに写った動物についてわかりやすく
解説しました。 

   
▲標本や調査で使用された器具の展示を行
う当センター職員＝2024（令和６）年８月、港
区立エコプラザ 

近年、野生鳥獣による生態系や農林業、生活環境への被害が全国的に、深刻な問題になっています。 

 国は現在、ニホンジカ、イノシシを指定管理鳥獣として、2028（令和10）年度までに、2011（平成23）年度

時点の生息頭数から半減させることを目標に、捕獲の強化を図っています。 

しかし現在、その役割を担う人材の高齢化と減少が著しく、後継者の確保と育成が急務となっています。 

こうした状況のなか、野生鳥獣の生態や効率的な捕獲方法等に精通した当センター職員（農林水産省「農

作物野生鳥獣被害対策アドバイザー」登録者）が当年度、大分県から依頼を受け、同県が狩猟者の確保と

育成を図ることを目的に主催した「令和７年度スタートアップセミナー」において講師を務めました。 

豊富な業務実績と知見を有する当センター職員がこの業務を通じ、狩猟の魅力、社会的な役割や基礎知

識、安全な狩猟方法等を教授し、狩猟者の確保と育成のための普及啓発の推進に寄与しました。 
 

  
 

  
▲当センター職員による講義＝2025（令和７）年５月、大分県庁 ▲当センター職員（右端）による講義＝2025（令和７）年５月、

大分県庁 
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▲当センターで開催された懇談会＝2024（令和６）年７月

毎回、多くの参加者が熱心に聴講、議論しました。

●公開講座の開催 「鳥獣と国土政策」懇談会の共催

当センターは 2014（平成 26）年９月以来、鳥獣保護と国土政策を主な話題とする「鳥獣と国土政策」懇

談会を行っています。 

 この懇談会は、人間と自然の関係を国土、社会全体を含めた多様な視点から考察していくことを目的に、

行政職員や研究者等を講師として招いて定期的に行われ、これまで、自然保護の分野はもとより幅広い分

野を対象に、多岐にわたる話題が提供されてきました。 

●事業活動を通じた生物多様性保全・外来種対策の普及啓発支援

当年度は、2024（令和６）年７月から2025（令和７）年６月

にかけて、環境省をはじめとする行政職員や大学等の研

究者、企業関係者、報道関係者等、多様な立場の人々が

参加、毎回、講師が自らの体験や調査研究に基づく講演

を行い、講演後には講師と参加者間で熱心な議論が行わ

れました。 

懇談会における多様な視点からの考察により、話題と

なった生物多様性の保全、国立公園の保護管理や自然環

境を活かした地域活性化等に対する参加者の理解の深

化に寄与しました。 

▲日本国内の世界自然遺産を紹介する普及啓発資料の一部（環境省ホームページから抜粋） 

環境省は 2024（令和６）年９月、奄美大島におけるフイリマングース（マングース）（Urva auropunctata）

の根絶を宣言しました。（表紙・裏表紙及びそれらの説明参照） 

これを受け、当センターは当年度、環境省から受託した業務を通じて、2022（令和４）年度に作成された「世

界でたったひとつの奄美を守る」の普及啓発資料（パンフレット）の更新を行いました。 

奄美大島では、1979（昭和 54）年に放獣されたマングースがアマミノクロウサギ（Pentalagus furnessi）をは

じめとする固有種の個体を捕食し個体数を激減させたことから、環境省をはじめ関係機関が連携し、状況の

把握や対策事業が続けられてきました。 

当センターは 1996（平成８）年以来、本事業に一貫して関わり、世界的な快挙の達成に貢献しました。 

豊富な業務実績と知見を有する当センター職員がこの業務を通じ、素材の収集や権利関係の調整を図りなが

ら、奄美大島の生物多様性保全の重要性、外来種対策への理解を深めるための普及啓発の推進に寄与しました。 
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当センターが遵守しなければならない環境関連法規には、廃棄物処理法やフロン排出抑制法、消防法等のほか、事業

活動に直結する自然環境保全法や種の保存法等、さらに、東京都や墨田区の条例があります。 

 当センターでは、これらの法規制を遵守するために、法規制の一覧表を作成し、定期的に遵守状況をチェック

すること等により、違反がないことを自主的に確認しています。 

 なお、環境関連法規等への違反、関係当局からの違反の指摘、関連する訴訟はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●環境関連法規や環境保全の取り決めの遵守（環境保全のための取り組み①） 
 

 

 

 

当センターは、ヒートアイランド現象の緩和等、都市環境の改善のため、2001（平成 13）年４月に改正された

「東京における自然の保護と回復に関する条例」に基づき、本部の屋上緑化を実施しています。  

さらに、雨水の有効利用と水道水の利用抑制の両立を図りながら屋上緑化を維持・管理するため、本部地下

に雨水槽を設置し、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律（建築物衛生法（ビル管理法））」に基づ

き、雨水槽のほか自動灌水装置や関連機器の清掃や点検等を実施しています。 

当センターは、法令順守とともに、僅かながらもヒートアイランド現象の緩和等に資するため、屋上緑化の

維持・管理に努めています。 

▲屋上西半分に設けられた
植栽（芝生） 

▲植栽の維持のために設置された 
自動灌水装置 

▲地下に設けられた雨水槽 

 

７．環境関連法規等の遵守状況の確認・評価並びに違反・訴訟等の有無 

●環境関連法規や環境保全の取り決めの遵守（環境負荷軽減のための取り組み） 
   当センターは、廃棄物処理法に基づき、マニフェスト伝票の適正管理、事業系ごみの減量・適正処理を目的

とした「墨田区廃棄物の減量及び処理に関する条例」に基づき、廃棄物の適正処理をはじめ廃棄物管理責任者

の選任等を実施しています。 

これらに関し墨田区（すみだ清掃事務所）は 2019（令和元）年 10 月、同条例に基づき、当センターにおいて「廃

棄物の減量及び適正処理に関する立入調査」を実施しました。 

この調査を実施したすみだ清掃事務所により、当センターにおける廃棄物の分別や保管場所の管理等が「適

正である」と確認されました。（10 ページ「事業活動を通じた省資源・省エネルギーの推進③（廃棄物等の

排出抑制・リサイクル・適正処理）」） 

芝生の隙間から花をのぞかせる
スミレ ▼  
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●環境関連法規や環境保全の取り決めの遵守（環境保全のための取り組み②） 

 

●環境関連法規や環境保全の取り決めの遵守（環境上の緊急事態に備えた取り組み） 

当センター職員は当年度中の2024（令和６）年11月、環境上の緊急事態への準備及び対応として、消防法に

基づく自衛消防訓練（「出前型自衛消防訓練」）に参加しました。 

この訓練は、当センターの所在地を管轄する東京消防庁本所消防署が、自衛消防力の向上を目的に開催し

たものです。 

参加した当センター職員は、発災時の通報、消火、避難誘導を迅速・的確に行えるよう、真剣に講習や訓

練に臨みました。 

当センターは、法令順守とともに、事業活動中に緊急事態が発生した場合に備え、冷静な判断と行動ができ

るように努めています。 

▲訓練に臨む当センター職員（2024（令和６）年 11 月） 

通報訓練（消防署員から適切な通報について個別に訓練（写真左））、初期消火訓練（消防署員から消火器の取り扱いにつ
いて聴講（写真中央））、模擬消火器を使った訓練（写真右）に臨む 

当センターは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（フロン排出抑制法）に基づき、使

用する業務用空調機器の適正な維持・管理を実施しています。 

この法律は、オゾン層の破壊や地球温暖化の原因になるフロン類の大気中への排出抑制のため、業務用空調

機器等に使用されるフロン類の製造から廃棄までの全過程にわたる対策を義務付けています。 

当センターはこれまで、同法に定められている「第一種特定製品」（冷媒としてフロン類が充塡されている

一定規模以上の業務用空調機器）の管理者（所有者）として、３か月に１回の頻度で職員による「簡易点検」

（異常音や異常振動、油のにじみ、外観の損傷等の有無の確認）を実施してきました。 

さらに、当センターは当年度中の 2025（令和７）年４月、同法に基づき、有資格者による「定期点検」（専門

的な冷媒漏洩検査）を実施し、冷媒として充填されているフロン類の漏洩がないことを確認しました。 

当センターは、法令順守とともに、CO2より温室効果が高いフロン類の漏えい防止、ひいては地球温暖化防

止に資するため、空調機器の維持・管理に努めています。 

 

▲当センターで実施された冷媒漏洩検査（2025（令和７）年４月） 

屋上に設置された室外機（左上）、フロンガス漏えいの有無（右上）、油の漏えいの有無（右

下）、運転データ（左下）の各検査 
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○当センターのエコアクション 21 を有効に機能・維持させるため、2024（令和６）年度の内部監 

査の結果を踏まえ、適切に対応すること。 

○すべての職員が当センターの環境経営方針に沿って継続して活動に取り組むよう、事務局環境 

 管理室を中心に周知・徹底を図ること。 

○当センターの業務を遂行する際、環境保全に貢献する意識をもつとともに、その普及啓発にも 

積極的にかかわること。 

８．代表者による全体評価と見直しの結果 

 
当センター内の施設と事業活動 標本室  

写真左 適切な温湿度管理のもとで収蔵されている昆虫や植物の標本 

写真右 分析作業の様子 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奄美大島の貴重な動植物を守る事業活動③（裏表紙の写真について） 

 
 

 

 

 

 
裏表紙 
写真 

ナゴランと本業務（マングース防除事業）に従事する当センター職員 
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